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（定義） 

第２条 この規約において「表示」とは、

「不当景品類及び不当表示防止法第二条

の規定により景品類及び表示を指定する

件」（昭和37年公正取引委員会告示第３

号）第２項各号に規定するものであって、

家庭電気製品製造業における表示に関す

る公正競争規約施行規則（以下「施行規

則」という｡）に定めるものをいう｡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ この規約において「家電品」とは、一般

消費者の生活の用に供され、電気を機能

上重要な作動のために使用する機械器具

及びこれらの電源として使用される電池

類であって、施行規則で定める種類のも

のをいう。 

 

第１条 規約第２条第１項に規定する「表

示」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

 (1) 商品、容器又は包装による広告その

他の表示及びこれらに添付した取扱

説明書、保証書等による表示 

(2) カタログ、パンフレット、チラシそ

の他これらに類する印刷物による広

告その他の表示 

(3) 録音テープ、ビデオテープ、光ディ

スクその他これらに類する音声、映像

媒体による広告その他の表示 

(4) 電話、ファクシミリ、インターネッ

トその他これらに類する通信媒体に

よる広告その他の表示及び口頭によ

る広告その他の表示 

(5) ポスター、ステッカー、看板その他

これらに類するものによる広告 

(6) 拡声器、ネオン・サイン、アドバル

ーン、電光掲示、画像表示装置その他

これらに類するものによる広告及び

陳列物、実演による広告 

(7) 新聞、雑誌その他の出版物、放送 

（音声、画像、有線設備によるものを

含む。）、映画、演劇及びこれらに類す

るものによる広告 

(8) 入場券、乗車券、プログラム、テレ

ホンカードその他これらに類するも

のによる広告及び景品類に記載する

表示 

 

第２条 規約第２条第２項に規定する ｢家

電品｣ とは、別表１に定める種類のもの

をいい、商用交流電源を使用するものの

ほか電池を使用するものを含む。 

２ 前項に定める種類のものであっても、

住宅設備としてあらかじめ工事により住
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３ この規約において「事業者」とは、家電

品を製造して販売する事業者及び輸入し

て販売する事業者並びにこれらに準ずる

事業者であって、この規約に参加する者

をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ この規約において「カタログ」とは、 

家電品の選択又は購入に際して一般消費

者の参考となる仕様、性能、特徴等の諸

情報を記載した印刷物等をいう｡  

 

 

５ この規約において「取扱説明書」とは、 
事業者が自己の販売する家電品に添付し

て顧客に提供する印刷物等であって、一

般消費者が家電品を適切に使用し、かつ、

管理するために必要な事項等を記載した

ものをいう。 
 
６ この規約において「保証書」とは、 事

業者が自己の販売する家電品について、 
一定の条件の下に、一定期間内に発生し

宅に付加されること、専ら自動車での使

用に供すること及び専ら事業の用に供す

ることを目的として設計、製造されたも

のは除く。 

３ 前二項に関して ｢家電品｣ の範囲を判

断する必要があるときは、公正取引協議

会が決定するものとする。 

 

第３条 規約第２条第３項に規定する ｢こ

れらに準ずる事業者｣ とは、次に掲げる

各号に該当する者であって、家電品を製

造して販売する事業者及び輸入して販売

する事業者と実質的に同一の事業を行っ

ていると認められる者をいう。 

 (1) 他の事業者に製造委託した家電品

について自己の商標又は名称を表示

して販売する事業者 

(2) 家電品を製造又は輸入して販売す

る事業者と総代理店契約その他特別

の契約関係にある事業者 

 

第４条 規約第２条第４項に規定する ｢印

刷物等｣ とは、｢カタログ｣、｢パンフレッ

ト｣、｢リーフレット｣等と呼称される印刷

物のほかホームページ等に掲載されてい

る商品情報も含む。 

 

第５条 規約第２条第５項に規定する ｢取
扱説明書｣ には、同項に該当する印刷物

や映像、音声による情報提供物であって、

｢使用説明書｣、｢ご使用のしおり｣、｢ご愛

用の手引｣ 等と呼称されるものを含む。 
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た故障に対して、主として無料修理等を

する旨を記載したものをいう。 

 


